
委 託 契 約 書 

 

１ 委託業務の名称  柳川市大和学校給食共同調理場調理等業務委託 

 

２ 委 託 金 額  ￥           － 

           （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥      －） 

 

３ 契 約 保 証 金                         

          ※契約金額の 100 分の 10 以上の額。ただし柳川市契約事務規則

第 29 条各号のいずれかに該当する場合は免除。             

 

４ 契 約 期 間  令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで   

 

５ 業務履行場所   柳川市大和町鷹ノ尾６４５番地３ 

 

柳川市を発注者、       を受注者として、上記の業務委託契約を締結

する。 

本契約の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各

自その１通を保有する。 

 

令和  年  月   日 

 

発注者   福岡県柳川市本町８７番地１ 

 

      柳川市長 金 子 健 次 印 

 

 

受注者 



（総則） 

第 1 条 発注者は、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）を受注者に委託し、受注者

はこれを履行する。 

(1)  頭書の場所において、指定された器材等（以下「指定器材等」という。）を利用し、発

注者の作成した献立（食数含む）、手引書及び関係法令等に基づき、給食用食材を調理す

る業務 

(2)  前号の業務に付随する業務 

(3)  前２号に掲げるもののほか、発注者受注者協議の上決定した業務 

２ 本契約書に定める請求、通知、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。

ただし、軽微なもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。 

３ 本契約書及び別添仕様書（以下「仕様書」という。）等における期間の定めについては、

本契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法（明治 29 年法律第 89 号）及

び商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

４ 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

５ 本契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって所管裁判所とす

る。 

（委託業務の履行） 

第２条 発注者の監督の下、受注者は仕様書に基づき、委託業務を履行しなければならない。 

２ 本契約期間中における給食基本食数、給食基本日数及びアレルギー対応食数は仕様書にお

いて定める。給食基本数等に変更が生じたときは、発注者は速やかに受注者に報告するもの

とする。 

３ 本契約期間中における給食基準調理員数は仕様書において定める。 

４ 受注者は、仕様書に定めのない事項については、発注者の指示を受けるものとする。 

５ 受注者は、委託業務の履行に当たり、学校給食が学校教育活動の一環として実施されてい

ることを認識し、委託業務に従事させる者（以下「従事者」という。）に対し、業務内容を

周知しなければならない。  

６ 受注者は、業務履行に当たり、調理場において、本契約に基づく業務以外の行為を行って

はならない。 

７ 受注者は、業務履行に当たり、作業の効率性に努めなければならない。 

（委託料の支払い） 

第３条 受注者は、委託業務の履行を完了し発注者により確認を受けた後、発注者の指定する

方法により、委託料を請求するものとする。 

２ 受注者は、前項に定める金額を３３月で除した額を業務履行月（８月を除く。）の翌月の

１０日までに請求するものとする。なお、除した額に円未満の端数がある場合は、当該年度

の 終月（３月）に端数を含めて支払うものとする。 

３ 発注者は、前項に規定する請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に委

託料を支払うものとする。 



（契約保証金の還付） 

第４条 発注者は、頭書の契約期間が満了し、受注者の委託業務の履行を担保する必要がなく

なったときは、受注者に契約保証金を還付する。 

２ 契約保証金には利子を付さない。 

（業務計画書等の提出） 

第５条 受注者は委託業務の実施にあたり、あらかじめ業務計画書等を作成し、発注者に提出

し承認を受けなければならない。 

２ 発注者は、受注者から提出された前項の業務計画書等の内容について、不適切と認めると

きは、受注者に指示して、当該内容について変更又は修正させることができる。 

（報告） 

第６条 受注者は、仕様書の定めるところにより、業務報告書を発注者に提出し、委託業務の

実施状況を報告しなければならない。 

２ 受注者は仕様書に基づかない方法で委託業務を履行する必要が生じたとき、又は委託業務

に付随して実施する必要のある業務が生じたときは、直ちに発注者にその旨を報告し、発注

者の指示に従うものとする。 

（臨機の措置） 

第７条 受注者は、給食の安全又は衛生に重大な影響を与える事情が発生したとき、又は発生

するおそれがあるときは、直ちに発注者に報告・協議し、発注者の指示に基づき、臨機の措

置をとらなければならない。受注者は、当該措置後、対応内容を直ちに発注者に報告しなけ

ればならない。 

２ 受注者が臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額に含

めることが相当でないと認められる費用については、発注者が負担する。 

（調査等） 

第８条 発注者は、受注者の委託業務の実施状況について、随時に調査・監督するとともに、

受注者に報告を求め、適切な指示をすることができる。 

（再実施の請求等） 

第９条 発注者は、受注者の履行した委託業務が本契約書、仕様書又は関係法令に基づかない

と認められるときは、受注者に委託業務の再履行を請求できるものとする。当該請求が発生

した場合において、受注者は委託業務を再度履行しなければならない。 

（指定器材等の利用等） 

第１０条 調理場の指定器材等の利用は無償とする。 

２ 受注者は、指定器材等を委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 

３ 受注者は、契約期間中において調理場の指定器材等を学校給食の調理並びに学校の保健及

び安全について規定する関係法令等に基づき、清潔に保たなければならない。 

４ 受注者は、契約期間中において指定器材等の不具合を発見したときは、直ちに発注者に報

告しなければならない。 

５ 発注者は、受注者が委託業務を履行するに当たり必要とする電力、ガス、用水等は、受注



者に無償で供給するものとする。 

６ 受注者は、委託業務の履行にあたり調理場施設設備器具等以外の物件を使用しようとする

ときは、事前に発注者に通知し、承認を受けなければならない。 

７ 第１項及び第５項に規定するもののほか、委託業務を履行するために必要な諸費用につい

ては、別添経費の負担区分で定める。 

（従事者の配置等） 

第１１条 受注者は、従事者について仕様書に定めるところにより、事前に必要書類を提出し

て、発注者の承認を受けなければならない。 

２ 受注者は、給食基準調理員について、次の各号に該当する免許のいずれかを有する従事者

（勤務日において休憩時間を除き７時間以上、常勤として委託業務に従事する者をいう。）

を５名以上配置しなければならない。常勤の従事者以外の従事者については、仕様書に定め

るところによる。 

(1)  栄養士法（昭和 22 年法律第 245 号）第 2 条に規定する栄養士の免許（以下「栄養士免

許）という。」 

(2)  調理師法（昭和 33 年法律第 147 号）第 3 条に規定する調理師の免許（以下「調理師免

許」という。） 

３ 受注者は、学校給食の経験者（勤務日において休憩時間を除き７時間以上、委託業務に従

事する者であって、次に掲げる各号のいずれかの調理経験を有する者をいう。以下同じ。）

を５名以上配置しなければならない。 

(1)  学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）第 3 条に規定する学校給食 

(2)  特別支援学校の幼稚園部及び高等部における学校給食に関する法律（昭和 32 年法律第

118 号）第 2 条規定する学校給食 

(3)  夜間過程を置く高等学校における学校給食に関する法律（昭和 31 年法律第 157 号）第

2 条に規定する夜間学校給食 

４ 前項の規定については、勤務日において休憩時間を除き６時間以上、常勤としての調理経

験を 1 年以上有する者でなければならない。 

５ 受注者は、学校給食の調理並びに学校の保健及び安全について規定する関係法令等に適し

ない者を委託業務に従事させてはならない。 

６ 受注者は、従事者が学校給食の調理並びに学校の保健及び安全について規定する関係法令

等に適しないことを知ったときは、直ちに当該従事者を委託業務から除外させ、不適とした

理由を記した書類を速やかに発注者に提出しなければならない。 

７ 受注者は、やむを得ない理由により従事者の異動又は交替を行うときは、事前に発注者に

通知し、その理由を記した書類を速やかに発注者に提出しなければならない。 

８ 受注者は、従事者の異動、交替又は代替を行うときは、必要 小限に留めるようにしなけ

ればならない。 

９ 発注者は、委託業務の円滑な履行を図るため、従事者について不適格と認めるときは、受

注者にその理由を示して交替を求めることができる。 



（従事者への指示・管理等） 

第１２条 受注者は、従事者に対する指示及び管理を行い、労働関係法令上の一切の責任を負

うものとする。 

２ 受注者は、前条第 2 項又は第 3 項に規定する常勤の従事者より、委託業務の総括を行う責

任者（以下「業務総括責任者」という。）を定めるものとする。業務総括責任者は、委託業

務の履行に当たり、他の従事者に対する指導及び監督を行わなければならない。 

３ 業務総括責任者は、調理師の資格を有し、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 20

条第 1 項に規定する特定給食施設（1 回 500 食以上又は 1 日 250 食以上を特定かつ多数の

者に対して継続的に提供する調理施設をいう。以下同じ。）において 3 年以上の調理経験を

有する者であるか、又は市学校給食共同調理場において 3 年以上の調理経験を有する者でな

ければならない。 

４ 業務総括副責任者は、前項の業務総括責任者と同等の資格を有する者でなければならない。 

５ 食品衛生責任者は、栄養士の資格及び学校給食施設に１年以上の従事経験を有すること。 

６ ボイラー取扱責任者は、小型ボイラー取扱講習を受講していて、ボイラーの取扱に精通し

ていること。 

７ 受注者は、業務総括責任者に、委託料の請求、契約の締結・変更及び解除に係る事項を除

き、本契約に基づく権限を代理させることができる。 

（注意義務） 

第１３条 受注者は、調理場の施設、設備、器具及び食材について、善良な管理注意義務を負

うものとする。 

２ 受注者は、業務の履行にあたり、調理場の施設、設備、器具及び食材を事前に点検し、業

務に支障を及ぼす不具合を発見した場合は、直ちに業務総括責任者に報告し、その指示に従

うものとする。 

３ 委託業務の履行に関して、従事者に事故が発生した場合は、受注者の責任において処理す

るものとする。 

４ 受注者は、業務の履行に当たり、設備、器具等の点検確認を行い、節電、節水等の省エネ

ルギーに努めるものとする。 

（業務の譲渡等禁止） 

第１４条 受注者は、本契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又

は担保に供してはならない。 

２ 受注者は、本契約について委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 

（契約保証金） 

第１５条 受注者は、本契約の締結と同時に契約保証金として契約金額の１００分の１０を発

注者に納付しなければならない。ただし、柳川市契約事務規則第２９条各号のいずれかに該

当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 

（契約の解除等） 

第１６条 発注者は必要に応じて、受注者と協議のうえ、本契約の全部若しくは一部を解除・



変更し、又はその履行を一時中止させることができる。 

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を補償するものと

し、その補償額は、発注者受注者協議して定める。 

３ 第 1 項の規定により契約内容を変更する場合において、委託料が増減するときは、前条の

規定により、契約保証金を変更するものとする。 

（天災その他不可抗力による契約内容の変更） 

第１７条 契約締結後において、天災その他不測の事由により契約内容が実情と比して著しく

不適と認められるときは、発注者受注者協議のうえ、契約内容について変更することができ

る。 

２ 前条第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

（発注者の解除権） 

第１８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告すること

なく本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約締結年度の翌年度以降の

予算額について減額又は削減があった場合、本契約を解除することができるものとする。こ

の場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない。 

(1)  委託業務に対する実行性が欠如し、不誠実であることが明らかであり、本契約を履行す

る見込みがないとき。 

(2)  受注者が、委託業務の履行に関し、食中毒事故の発生、契約条項違反等、本契約内容を

著しく害したとき。ただし、発注者の責任が明らかな場合はこの限りではない。 

(3)  受注者が、故意又は重大な過失により、発注者又は第三者に対して著しい損害を与える

など受注者として不適切な行為があったとき。 

(4)  受注者から契約解除の申し出があり、発注者がこれを認めたとき。 

(5)  地方自治法施行令第１６７条の４に規定する事項に該当するとき。 

(6)  国税、地方税、その他公課の滞納処分を受け、又は強制執行を受けるおそれがあり、そ

のことにより契約の目的を達することができないと認められるとき。 

(7)  前各号に掲げるもののほか、本契約条項又は柳川市契約事務規則に違反し、その違反に

より契約の目的を達することができないと認められるとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、受注者

は違約金として、納期限までに契約金額の１００分の１０以上の相当額を発注者に納付しな

ければならない。 

３ 受注者が本契約に定める条項に違反した場合で、契約を解除するまでに至らなかったとき

は、発注者は契約書に基づく委託料を受注者に減額して支払うことができる。この場合にお

ける減額相当額については、発注者の認定によるものとし、受注者はこれに異議を申し立て

ないものとする。 

（受注者の解除権） 

第１９条 受注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、発注者に催告をして本

契約を解除することができる。 



(1)  第１６条第 1 項の規定により、発注者が本契約の履行を一時中止させる場合において、

その中止期間が３月以上に及ぶとき、又はその中止期間が契約期間の３分の２以上に及ぶ

とき。 

(2)  第１６条第 1 項の規定により、発注者が本契約内容を変更しようとする場合において、

当初の契約金額の２分の１以下になったとき。 

２ 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害

の賠償を発注者に請求することができる。 

（違約金等の徴収方法） 

第２０条 発注者は、本契約に関して受注者から徴収することができる違約金等があるときは、

受注者に対して支払うべき代金から控除し、なお不足額があるときは、これを追徴すること

ができる。 

（損害賠償責任） 

第２１条 受注者は、委託業務の履行に当たり、受注者の責めに帰すべき理由による感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 6 条に規定

する一類感染症から五感染症の患者、疑似症患者に感染した場合、その他食中毒等食品衛生

に係る事故のため第三者（発注者の職員を含む。以下本条おいておなじ。）が被った損害を、

発注者が当該第三者に対し賠償したときは、当該賠償額について、発注者からの求償に応じ

なければならない。 

２ 受注者は、委託業務の履行に当たり、従事者が発注者に損害を与えた場合は、発注者から

の求償に応じなければならない。 

３ 受注者は、前項に規定するもののほか、本契約の履行に当たり、受注者の責めに帰すべき

理由により、発注者又は第三者が被ったすべての損害を賠償しなければならない。 

（解除等に伴う措置） 

第２２条 本契約が解除され、又は契約期間が満了したときは、受注者は指定された期限内に、

次の措置をとらなければならない。ただし、発注者が受注者と再度委託業務契約を締結した

とき、又は発注者が措置する必要がないと認めたときは、この限りではない。 

(1)  調理場の施設、設備、器具等を速やかに原状に復して、発注者に明渡し、又は返還する

こと。 

(2)  受注者が委託業務を履行するため、必要な器具等を設置しているときは、速やかに原状

に復して、発注者に明渡し、又は返還すること。 

(3)  受注者は、発注者の指定する者に対し、委託業務を履行するために必要な情報等につい

て提供すること。 

（免責事項） 

第２３条 受注者は、次号いずれかに起因する損害については、賠償の責めを負わない。 

(1)  天災、その他不可抗力による場合 

(2)  指定器材等の不具合に基づく場合 

(3)  受注者が委託業務の履行に当たり、発注者の故意又は過失により第三者の身体又は財物



に損害を与えた場合 

（危険負担） 

第２４条 委託業務の履行に当たり、従事者が損害を受けたときは、すべて受注者の負担とす

る。ただし、発注者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。 

（秘密の保持） 

第２５条 受注者は、委託業務の履行に当たり、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（特許権等の使用） 

第２６条 受注者は、委託業務の履行に当たり、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基

づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関

する一切の責任を負わなければならない。 

（個人情報の保護） 

第２７条 受注者は、個人情報（柳川市個人情報保護条例（平成 17 年柳川市条例第 10 号）

（以下「条例」という。）第２条第１号に規定する個人情報をいう。以下同じ）の保護の重

要性を認識し、委託業務の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

２ 受注者は、委託業務の履行により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 受注者は、委託業務を履行するために個人情報を取得する場合は、その業務の目的の達成

のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。 

４ 受注者は、委託業務の履行により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用してはならない。 

５ 受注者は、委託業務を履行するに当たって個人情報が記録された文書、磁気ディスクその

他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

６ 受注者は、委託業務の履行上得た個人情報が記録された文書、磁器ディスクその他これら

に類するものについて、業務完了後直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに

破棄しなければならない。 

７ 受注者は、委託業務の従事者に対し、条例第３２条から第３７条に定める罰則の適用につ

いて周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を

徹底させなければならない。 

８ 受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき又は発生するおそれのあることを知ったと

きは、速やかに発注者に報告しなければならない。 

（契約の費用） 

第２８条 本契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

（契約期間） 

第２９条 本契約の期間は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 

（協議） 

第３０条 本契約の各条項に疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項については、発注



者受注者協議のうえ定めるものとする。 

 



経費の負担区分 

発注者（柳川市） 受注者 
 
調理機器の購入費 
 
 
食器及び調理器具類の購入費 
 
 
貸与機器等の修繕費（消耗によるもの） 
 
 
指定物資等の購入費 
 
 
水道・光熱費 
 
 
食器及び食缶類の購入費 
 
 
食材料費 
 
 
防鼠・防虫等の虫害駆除費（年３回の定期消
毒） 
 
 
調理用消耗品の購入費（ボール・ざる・まな板・包丁・

調理用ハサミ等調理機具・残留塩素測定用試薬等消耗品、スチ

ームクリナー用ウェス、ホワイトオイル、ガバー用ビニールシ

ート、ラベルシート、砥石、電池類、各種ビニール袋、バック

シーラーテープ等） 

 

ボイラー維持管理用消耗品 
（塩、ボイラーメイト、ニュートラル M 等） 

 
検収表、作業日報等必要関係書類に関する経
費 
 
 
 
 

食中毒等の損害賠償保険 
 
業務従事者の人件費及び法定福利費 
 
業務従事者の福利厚生費 
 
業務従事者の保健衛生費（健康診断・検便等）
 
調理業務に必要な被服類の購入費 
（作業用白衣等上下４種類（下処理用・調理用・洗浄用・配送

用）、ヘアーネット、帽子、マスク、短靴４種類（下処理用・

調理用・洗浄用・学校配膳室用）、エプロン（下処理用・泥付

野菜用・魚肉用等に区分）等） 
 
洗浄、消毒、清掃及び日常点検に必要な石け
ん類及び薬品類の購入費（洗浄機の洗剤は教
育委員会が指定したもの。洗剤、消毒液は調
理場に届け出るものとする。） 
（手洗い用石けん、逆性石けん、手指消毒用アルコール、洗浄

機用洗剤、その他洗浄用洗剤、作業着洗濯洗剤及び漂白剤、次

亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム、防虫・駆虫剤、排水管洗

浄剤等） 

 
調理業務、洗浄、消毒、清掃及び日常点検に
必要な消耗品及び用具類等の購入費 
（手洗い用爪ブラシ及びブラシハンガー、ペーパータオル、使

い捨てエプロン、使い捨てマスク、ヘアーネット、粘着ローラ

ー、ふきん、たわし、ラップ、クッキングペーパー、クロスタ

オル、ウェス、ハブラシ、ブラシ、ステンレス束子、スクイジ

ー、スポンジ、使い捨て手袋、ゴム手袋、耐熱用手袋、デッキ

ブラシ、ワイパー、モップ、バケツ、ほうき、ちりとり、雑巾、

軍手、点検器具等） 

 
貸与機器等の修繕費（受託側の過失責任によ
る場合）（例）洗浄中の箸籠の変形等受託者の
過失等で壊れたもの等 
 
受託者が行う研修に関する費用 
 
従事者が使用する雑貨、文房具及び救急薬品
の購入費 
（従事者用茶器、お茶、ポット、筆記用具、マジック、ファイ

ル、救急薬品、ハンドクリーム、トイレ清掃洗浄剤、トイレッ

トペーパー等） 

 
通信機器費及び通信費 
 
 
その他の経費 
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柳川市大和学校給食共同調理場給食調理等業務委託仕様書 

（総 則） 

第１条 柳川市大和学校給食共同調理場給食調理等業務委託契約書（以下「契約書」

という。）第１条第３項に規定する仕様書は、本仕様書とする。 

（手引書等） 

第２条 契約書第 1条第 1項第 1号に規定する手引書等は、次のとおりとする。 

（1） 文部科学省「学校給食衛生管理の基準」 

（2） 厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」 

（3） 柳川市大和学校給食共同調理場衛生管理マニュアル 

（4） 特記仕様書 

（履行場所及び施設概要） 

第３条 履行場所及び施設概要は次のとおりとする。 

柳川市大和町鷹ノ尾６４５番地３ 柳川市大和学校給食共同調理場 

鉄骨造２階建て（１階 1,104.28 ㎡、2階 97.12 ㎡、計 1201.40 ㎡） 

完全ドライ方式 

厨房機器設備：検収・下処理室機器、調理室機器（スチームオーブン等）、 

和え物室機器、炊飯室機器、洗浄室・コンテナ室機器、衛生管 

理機器等 

（給食基本数等） 

第４条 契約書第２条第２項に規定する給食基本食数及び給食基本日数は次のとお

りである。 

(1) 給食基本食数（職員数は含まない）、給食基本日数 

 項     目 ４年度 ５年度 ６年度 受配校数 

ク ラ ス 数 ５２組 ５２組 ５２組 

小学校８校 給 食 基 本 食 数 １１６０食 １１５０食 １１４０食 

給 食 基 本 日 数 ２００日 ２００日 ２００日 

アレルギー対応食数 

対応項目 卵 乳製品 種実類 キノコ類 魚介類 計 

４ 年 度 １２食 １食 １食 食 ９食 ２３食

５ 年 度 １２食 １食 １食 食 ９食 ２３食

６ 年 度 １２食 １食 １食 食 ９食 ２３食

２ 契約書第２条第３項に規定する給食基準調理員数は１６名とする 

３ 受注者は、給食を実施する日において、午前１１時３０分までに発注者が指定す

る職員の検食に供しなければならない。 
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（委託業務の内容） 

第５条 委託業務の内容は次の各号のとおりとする。 

(1) 給食調理等 

ア．調理等業務は、調理場に設置した機器類等を使用して行う。（調理器具等は別

紙の通り） 

イ．市教育委員会で作成した献立表、調理指示書に基づき、作業工程表を作成する。

提供された食材を調理し、各小学校及び学級毎の必要数量を食缶に配食するとと

もに、食器等も含めて全てコンテナに格納する。 

ウ．旬の食材を給食に生かすため、季節の野菜・果物等をできる限り給食用食材と

して使用する。 

エ．食缶の配送及び食器・食缶の回収については、各小学校配膳室まで同行する。 

オ．発注者による検食を受ける前に、受注者の管理基準に基づき検査（確認）を行

う。 

(2) 特別食の調理等 

指示書に基づき、アレルギー対応食等の調理をする。 

(3) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管 

食器（強化磁器食器）、スプーン、箸、食缶、調理器具、トレイ等の洗浄・消

毒及び保管を行う。 

(4) 一食物（デザート等）の振り分け 

ジャム、ふりかけ、デザート類をクラス毎に振り分け（袋詰め）作業を行う。 

(5) 刃物類の研磨 

包丁、フードスライサー・カッター等の刃物類の研磨を行う。 

(6) 施設設備の清掃、消毒等 

委託業務実施日における施設設備の清掃、消毒、整理整頓及び各学期毎（給食

開始前・終了後）の清掃、消毒、整理整頓等を行い、点検表により確認し、共同

調理場管理者へ報告する。軽微な修理や部品交換等は、清掃・点検作業時に受注

者で行う。 

(7) 残滓の処理 

   残滓は計量後、よく水分を切り専用の袋に入れ、中身が漏れ出さないように口

を縛り一次保管する。その他のゴミは分別して一時保管する。 

(8) 食材の検収・検食及び保存食の採取、在庫品の管理、「柳川市大和学校給食共同

調理場給食衛生管理マニュアル」に基づく調理業務に関する記録、その他前各

号に付帯して必要とする業務。 

(9)  物品管理業務 

(10) 衛生管理業務 

(11) ボイラー設備の操作および薬剤等の注入業務 
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(12) 前各号に付帯する業務 

(13) その他業務 

・施設設備等の簡易な修理 

・設備の不具合が発生した場合の応急措置 

・施設内部（廊下・トイレ等の共用部分）及び敷地内清掃 

（業務の分担等） 

第６条 発注者又は受注者がそれぞれ分担する業務内容は「業務の分担区分」（別紙

１）のとおりとする。 

２ 契約書第５条に定める業務計画書は、「１日の作業の流れ」（別紙２）に準じて作

成しなければならない。 

（業務報告等） 

第７条 契約書第６条第１項に定める業務報告書は次の書類とする。 

(1) 業務日誌（受注者用） 

(2) 「衛生管理日常点検票」 

(3) 食品検収簿 

(4) 給食用物資受払簿 

(5) 作業工程表 

(6) 作業動線図 

２ 受注者は、令和４年３月１日から同年３月３１日までの間において、次条第１項

第１号、第２号及び第５号に規定する従事者に対する研修を１０日間（第３号及び

第４号に規定する従事者については５日間）以上行わなければならない。研修内容

については第２条第１項第４号に規定する別添「特記仕様書」の定めるところによ

る。 

３ 受注者は、次条第１項各号に規定する全ての従事者に対する研修を年間３回程度

行わなければならない。 

４ 受注者は、第２項及び前項に規定する研修を実施するに当たり、事前に研修実施

計画書を発注者に提出し、承諾を受けた後に研修を実施するものとする。受注者は、

研修を実施したときは、研修の日時、場所、研修参加者の氏名及び研修内容を記し

た研修実施報告書を研修資料と併せて発注者に提出しなければならない。 

５ 受注者は、従事者に対して、文部科学省「学校給食衛生管理の基準」等の内容を

遵守するために必要な研修を実施するとともに、市教育委員会が主催する研修会等

に参加させるものとする。但し、その日数は第３項に定める研修日数に含めること

ができる。 

６ 第２項及び第３項に規定する研修に要する費用は受注者の負担とする。 

７ 発注者は、委託業務を円滑に履行するために必要があると認めるときは、発注者

が指定する日において、受注者と協議するものとする。 
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８ 受注者は、衛生管理に関する指導を調理場内において、月に 1回程度行わなけれ

ばならない。指導実施後、指導日時・内容を記した報告書を発注者に提出しなけれ

ばならない。 

９ 受注者は、第２条に定める手引書を遵守しながら委託業務を円滑に行うため、各

学期毎（給食開始前・終了後）に次の各号の業務を行うものとする。 

(1) 食器、食缶、調理器具等の洗浄 

(2) 厨房機器設備の清掃及び点検整備（ダクトの清掃を含む。但し、洗浄室及び調

理室の高所にあるダクトを除く。） 

(3) 厨房施設及び保管庫等の清掃及び消毒 

(4) 調理場施設の窓ガラス拭き（調理室内の高所作業は除く）及び施設内のワック

ス掛け等 

(5) 施設、設備、器具等の整理整頓及び点検確認 

９ 受注者は、前項の業務を実施した後、「学期末清掃等チェック表」に基づき発注

者の検査を受けるものとする。 

10 受注者は、調理等業務の履行に当たり、問題が発生した場合は、直ちに市教育委

員会に報告しなければならない。 

（従事者の配置等） 

第８条 受注者が配置する従事者の種類は、次のとおりとする。 

(1) 業務総括責任者（共同調理場に常勤で正規職員であること。） 

(2) 常勤の従事者（契約社員でも可） 

(3) 常勤の従事者以外の従事者（パート従業員でも可） 

(4) 学校給食の経験を有する従事者 

(5) 従事者が欠勤した場合の代替従事者 

２ 業務総括責任者の他、常勤の従事者より、業務総括副責任者及び食品衛生責任者

（有資格者）ボイラー取扱責任者を選任するものとする。 

３ 契約書第１１条第１項に定める提出を必要とする書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 第１項各号に規定する従事者（但し、第４号に規定する従事者を除く。）の氏名、

生年月日、住所、勤務時間、従事者の種類及び免許の有無を記した書類 

(2) 第１項第４号に規定する従事者の氏名、生年月日、住所、通常の勤務場所及び免

許の有無並びに代替を行う従事者の種類を記した書類 

(3) 業務総括責任者については、勤務経験のある特定給食施設名又は学校給食施設名

及び勤務時間を記した書類 

(4) 学校給食の経験者については、勤務経験のある学校給食施設名及び勤務期間を記

した書類 

(5) 第１項各号に規定する全ての従事者について実施した赤痢菌、サルモネラ菌及び

腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７以外の大腸菌を含む。）検査の結果報告書（直近のも
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のに限る。）の写し。 

(6) 第１項各号に規定する全ての従事者について実施した健康診断（学校保健法施行

規則（昭和３３年文部省令第１８号）第１０条に規定する健康診断の項目と同等

以上であることを要する。以下同じ。）の結果（直近のものに限る。）の写し。 

４ 受注者は、契約期間中において、前項５号の検査にあっては毎月２回、同項第６

号の健康診断にあっては毎年１回、第１項各号に規定する全ての従事者について実

施し、前項第５号の検査にあっては毎月１０日までに、同項第６号の健康診断にあ

っては、実施後、速やかに結果報告書等の写しを発注者に提出しなければならない。 

５ 契約書第１１条第２項に定める常勤の従事者以外の従事者について、勤務日にお

ける勤務時間（休息時間を除く。以下同じ。）は、受注者の定めるところによる。

但し、第１項各号に規定する従事者の勤務時間は勤務日において７時間以上とする。 

６ 受注者は、従事者の異動、交替又は代替を行うとき、第１号及び第２号に掲げる

事項を記した報告書を提出しなければならない。また、健康上の事由による場合は、

第３号に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 従事者を除外させる事由が発生した日時及び内容 

(2) 従事者を除外させることによる業務への影響及び対応 

(3) 医師の診断書（写し） 

７ 発注者が、契約書第 1１条第９項により、従事者の異動又は交替を行う場合は、

新たに業務に従事させる者にあっては第３項の規定を、業務から除外する者にあっ

ては前項の規定を準用する。 

８ 受注者は、常勤の従事者が欠勤したことにより、契約書第１１条第２項及び第３

項に規定する従事者要件を欠く場合は、直ちに第１項第５号に規定する代替従事者

を配置するとともに場長に報告しなければならない。 

９ 受注者は、委託業務実施日毎に、従事者の勤務時間を把握し、場長に報告しなけ

ればならない。 

10 受注者は、委託業務実施日ごとに、従事者の業務分担を決定し、第７条第１項第

１号に規定する「業務日誌」に業務内容を明記しなければならない。 

11 受注者は、契約締結に当たり、履行保証人が食品衛生法（昭和２２年法律第２３

３号）の規定に係る行政処分を令和４年 1月 1日以前３年間において福岡県内で受

けていないことを記載した書類を、発注者に提出しなければならない。 

12 受注者は、業務総括責任者又は常勤の従事者が休暇等で欠勤する場合は、正規職

員をもって補充するものとする。 

（従事者の業務内容） 

第９条 従事者の業務内容は次のとおりとする。 

(1) 業務総括責任者は業務全体の指揮、総括を行い、市教育委員会との連絡調整を

行う。 
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(2) 業務総括副責任者は、業務総括責任者の補佐及び代理を行う。また、調理・洗

浄等の作業を行い、従事者の指導・監督を行う。 

(3) 食品衛生責任者は、施設及び設備の衛生管理を行うとともに、調理業務等の従

事者に対し衛生指導を行うものとする。 

(4) ボイラー取扱責任者は、ボイラー設備機器等の日常点検及び運用管理を行うも

のとする。 

（業務の従事制限） 

第１０条 受注者は従事者が次号のいずれかの場合に該当するときは、委託業務に従

事させてはならない。 

(1) 下痢、発熱、腹痛又は嘔吐をしている場合 

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条に規定する

一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症の患者、擬似症患者（急性灰白髄炎、

ジフテリア及び腸管出血性大腸菌感染症を除く）又は無症状病原体保有者である

場合 

(3) 化膿性疾患が手指にある場合 

２ 受注者は、従事者又はその同居者が前項第 1号又は第２号のいずれかの場合に該

当する時は、直ちに発注者へ報告するとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 受注者は、従事者が手指に傷がある場合には、適切に処置させなければならない。 

４ 受注者は、下痢をしている従事者について、速やかに細菌検査を実施しなければ

ならない。 

５ 受注者は、調理従事者、配送従事者等でノロウィルスに感染した者が確認された

場合は、発症者以外の従事者に対し、速やかにＰＣＲ法等による検査を実施しなけ

ればならない。 

（感染症等対策協議） 

第１１条 受注者は、従事者がノロウィルスや感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律第 6条に規定する一類感染症、二類感染症若しくは三類感染症

の患者、擬似症患者（急性灰白髄炎、ジフテリア及び腸管出血性大腸菌感染症を除

く）に感染した場合は、速やかに発注者と協議しなければならない。 

 

（業務の指示） 

第１２条 調理等業務は、次の指示書等に基づいて実施する。 

区分 指示書等 指示日 

月単位 
月間予定献立表 前月末日まで 

月間給食実施予定表 前月２１日まで 

週単位 調理等業務指示書 前週末まで 
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作業工程表 

日単位 調理等業務変更指示書 当日 

（注：本仕様書で定める様式等は契約時に提示する。） 

（各種研修会及び行事等への参加） 

第１３条 市教育委員会又は学校長の要請により、従事者を各種研修会及び行事等へ

参加させるものとする。各種研修会・行事等とは、調理研修会、調理講習会、給食

調理技術講習会、料理コンクール、衛生管理研修会、学校給食週間における学校訪

問等とする。 

（業務時間） 

第１４条 調理場における業務時間は、原則として午前８時００分から午後４時３０

分までとする。但し、業務履行のため、受注者は必要に応じて従事者に対し業務時

間外を含めて業務に従事させることができる。 

（関係法令等の遵守） 

第１５条 受注者は学校給食法、労働基準法及び関係法令等を遵守すること。 

（特記事項） 

第１６条 受注者は、調理等業務を円滑に履行するため、業務前の準備・調整を十分

に行うとともに、従事者が不足すると見込まれる場合は、必要に応じて増員等を図

るものとする。 

（協議） 

第１７条 この仕様書に定めのない事項については、発注者受注者協議のうえ定める

ものとする。 

 

 



特記仕様書 

第１条 仕様書２条第１項第４号に定める特記仕様書は、本特記仕様書とする。本特記仕

様書で使用する用語は、契約書及び付属の仕様書で使用する用語と同意義とする。 

第２条 仕様書第７条第２項に定める事前研修は、学校給食調理場における機器と同等の

機器を使用して調理作業を行うものとし、下記事項について実施しなければならない。 

(1)  回転釜を使用した調理に関する次の作業 

① 煮物についての調理方法及び味付け 

② 炒め物についての調理方法及び味付け 

③ ルー（カレールー・ホワイトソース及びブラウンソース）の作成方法 

(2)  電気式連続揚げ物機の操作に関すること 

(3)  スチームコンベクションオーブンの操作に関すること 

(4)  真空冷却機の操作に関すること 

(5)  小型連続炊飯器システムの操作に関すること 

(6)  茹で野菜の水冷に関すること 

(7)  球根皮むき機の操作に関すること 

(8)  野菜裁断機の操作に関すること 

(9)  ミキサーの操作に関すること 

(10)  食器・食缶等洗浄機の操作に関すること 

(11)  食器・食缶等の消毒・保管に関すること 

(12)  中心温度計の取扱方法に関すること 

(13)  遊離残留塩素の測定方法に関すること 

(14)  保存食の採取方法に関すること 

(15)  物資の検収及び保存方法に関すること 

(16)  汚染区域及び非汚染区域ごとに区別すべき事項に関すること 

(17)  調理日誌の記録方法に関すること 

(18)  作業工程表の理解に関すること 

(19)  調理の手引の理解に関すること 

(20)  献立の手引の理解に関すること 

(21)  食物アレルギー対応給食の理解に関すること 

２ 前項の規定にかかわらず、本契約を締結する以前、本市の学校給食調理業務に 11 ヶ月

以上の従事経験があり、引き続き当該年度末まで従事を予定している者については、仕様

書第７条第 2 項に定める事前研修を免除することができる。 

３ 発注者は必要と認めるときは、受注者に対し受注者の実施する事前研修を視察するこ

とができるものとする。 

第３条 受注者は、発注者から食物アレルギー対応給食として除去食又はアレルギー対応



食の実施を求められた場合、発注者が指定する調理方法に従って除去食を調理しなけれ

ばならない。 

第４条 契約書及び仕様書及び入札仕様書に定めるところのほか次の各号について協力す

ること。 

(1)  学校行事等または父母教師会による試食会に関すること。 

(2)  栄養士のための給食実習において、栄養教諭等が実習生に行う指導に関すること。 

(3)  その他、調理場長と業務総括責任者が協議のうえ決定した事項に関すること。 

第５条 受注者は、従事者の業務履行状況及び勤務状況などを確認するため、月 1 回（8 月

を除く）調理場内を巡回し、調理業務及び衛生管理等について指導しなければならない。 

２ 受注者は、前項に規定する指導内容について、報告書を発注者に提出しなければなら

ない。 



別紙１ 

業 務 の分 担 区 分 

 
区  分 業 務 内 容 柳川市 受注者

給 食 管 理 

学校給食運営の総括 〇  

献立作成 〇  

学校給食用日誌、献立表、検収書等（各月分）の作成配布 〇  

給食数等必要な事項の連絡 〇  

学校給食日誌及び各種指示の確認・実施  〇 

学校給食用日誌の点検 〇  

検食の実施・評価 〇  

学校給食従事者の健康調査票の記入  〇 

学校給食従事者の健康調査票の確認 〇  

上記書類等の作成配布 〇  

嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 〇  

嗜好調査・喫食調査等への協力  〇 

月末物資残量報告書・学期末物資残量報告書の作成・保管  〇 

調 理 作 業 管 理 

学校給食用日誌（調理日誌・作業工程表・検収書）の記入  〇 

上記の確認 〇  

調理  〇 

配食・配膳  〇 

食器具類等の洗浄消毒  〇 

食 材 管 理 

食材の選定・調達 〇  

食材の点検・検収の実施・報告、納品伝票の整理  〇 

食材の保管・在庫管理  〇 

施 設 等 管 理 

給食施設、主要な設備の設置・改修 〇  

給食施設、主要な設備・その他の設備（調理器具・食器等）の管理  〇 

給食施設、主要な設備・その他の設備（調理器具・食器等）の保守 〇  

給食施設、主要な設備・その他の設備の管理  ○ 

給食施設、主要な設備・その他の設備の保守 〇  

業 務 管 理 

勤務表の作成  〇 

当日業務（清掃を含む。）分担の決定・報告  〇 

当日業務分担の決定の確認 〇  

緊急対応を要する場合の指示 〇  

衛 生 管 理 

衛生面の遵守事項の作成（マニュアル） 〇  

食材の衛生管理  〇 

施設・設備（調理器具、食器等）の清掃等の衛生管理  〇 

従事者の衣服等の清潔保持状況等の確認  〇 

保存食の確保（原材料及び調理済食品）点検  〇 

納入業者等の清潔保持状況等の確認  〇 

衛生管理チェックリスト（日常点検票）の記入  〇 

衛生管理チェックリストの点検・確認 〇  

研 修 等 

調理従事者等に対する研修  〇 

定期健康診断の実施及び結果の保管  〇 

健康診断実施状況等の確認 〇  

細菌検査（月２回）の実施及び報告  〇 

細菌検査結果の確認 〇  

労 働 安 全 衛 生 
労災事故防止対策の策定  〇 

労災保険の加入  〇 



別紙２ １ 日 の 作 業 の 流 れ

参考資料

朝 の 打 合 せ ①当日の打ち合わせ‥ ・日常点検票

献立の説明・担当の確認 ・学校給食衛生管理の基準

給食人員・予定配食量の確認 ・大量調理施設衛生管理マニュアル

衛生管理の留意点等 ・大和学校共同調理場衛生管理マニュアル

②更衣‥‥‥‥‥‥‥ 清潔な白衣と帽子着用 　　調理日誌

　　作業工程表

作 業 の 準 備 ①手洗い

②使用水の遊離残留塩素、温度・湿度測定

③物資用冷蔵庫及び冷凍庫、保存食用冷凍庫の温

 　度確認

④施設・設備・器具等の消毒

出 庫 ・ 検 収 ①在庫品の出庫・納入物資の検収 ・市指定の納品書

②保存食原材料の採取

調 理 計量・材料の下処理・裁断・加熱調理・調味 ・学校給食用日誌

⇒調理（加熱・冷却）の温度・時間の確認 ・学校給食用日誌作業工程表

・調理作業実施

出来上がりの確認 学校栄養職員等 ・大量調理施設衛生管理マニュアル

・大和学校給食共同調理場衛生管理マニュアル

保 存 食 の 採 取 調理済み食品

配 食 ①学校別学級人員別に食缶に配食 ・配食早見表参考

配 食 の 確 認 ②食缶クリップの確認

③コンテナーの所定の場所ヘ荷積み ・コンテナー内の食器食缶の入れ方

配 送 車 へ 積 込 ①配送車へコンテナーの積込み ・給食配送計画書

配 送 ②各学校へ配送

③各学校の栄養職員等による確認

後 片 付 け 使用水の遊離残留塩素測定 ・大和学校給食共同調理場衛生管理マニュアル

調理に使用した機器類等の洗浄

壁面（床から１ｍ）及び床排水溝の清掃

検 食 場長・学校長等が実施 ・検食簿

運 搬 児童と学級担任による配膳室から学級への運搬 ＊児童・学級担任が担当する。

配 膳

食 事

後 片 付 け 児童と学級担任による学級から配膳室への返却

配 送 車 へ 積 込 ①配膳室から配送車へコンテナーの積込み ・給食配送計画書

回 収 ②各学校からコンテナーを回収

残 食 調 査 ③残食量を主食・副食に区別し、観察計量・記録 ・学校給食残菜記録表

　 場合によっては、献立毎に実施。

食 器 類 洗 浄 ①洗浄（食器・トレイ・箸・食缶等） ・大和学校給食共同調理場衛生管理マニュアル

消 毒 ・ 保 管 ②消毒・保管（食器・トレイ・箸・食缶等）

③翌日使用の食器・トレイ・箸等の準備

④翌日使用の調理機器の準備

調 理 室 清 掃 ①作業終了後の清掃

残 渣 処 理 　　床・食品庫・冷蔵及び冷凍庫・排水溝・台車等

②塵芥の処理

機 器 類 ・ 調 理室 ①各室設置の冷蔵庫・冷凍庫の温度確認を含む

点 検

調 理 場 の 清 掃 ①配膳室・物品庫・休息室・事務所・廊下・トイレ等

（ 調 理 室 外 ） ②塵芥保管場所

③物資納入口の外周辺

日 々 の 記 録 ①当日の使用材料・数量等の記入 ・大和学校給食共同調理場衛生管理マニュアル

②当日の調理作業の反省及び記録 ・日常点検表

③翌日の献立と物資の確認

記
録

清
掃

調
　
理

洗
浄
・
後
片
付
け

内　　　　　容

準
　
備

項　　　　　目

従事者の健康調査

回
収

供
食

洗
浄
等

配
送

配
食



委託料積算明細書
（大和学校給食共同調理場）

単価 数量 単位 金額 備　　　　　考

　　　衣料費(調理服） 43 着 1 年

16人、調理服4種類（下処理用、調理
用、配送用、洗浄用）※ファクトリーパ
ンツ、調理服男女兼用　3年で2枚使用
（64＊2/3）を計上

　　　衣料費（靴） 16 人 4 足
16人、1年に靴4種類（下処理用、調理
用、配送用、洗浄用）※スニーカーハイ
グリップ

　　　衣料費（エプロン） 10 枚 1 年
エプロン（切り込み、和え物、炊飯）※エ
コエプロン

　　　帽子 32 個 1 年
年間で3種類使用（抗菌帽子）　※3年
で2種類使用　（48＊2/3）を計上

(2)　事務用品費

　　　事務用品費 1 式 1 式
ボールペン、マジック、バインダー、ファ
イル等（業務で必要なもの）

白衣、帽子、靴等

12

12

　　　健康保険料

　　　介護保険料

　　　常駐調理員

枚人

項目 単位

　　　常駐正社員

　　　通勤費 16

4 人

(3)　交通費

日228

1 人 年１

　　　パート調理員 11 人 1,368 時間

(1)　給与・賞与等

(2)　法定福利厚生費

人 月

％

　　　労災保険

　　　雇用保険

　　　厚生年金 ％

％

％

％

(4)　法定外福利厚生費

　　　福利厚生費（法定外）

16
１人当たり年１２枚（ネットバンドキャッ
プ）※

　　　ヘアーネット

％

(1)　被服費

人件費

事業費



委託料積算明細書
（大和学校給食共同調理場）

単価 数量 単位 金額 備　　　　　考項目 単位

　　　健康診断費 16 人 1 回

　　　ノロウィルス検査 16 人 2 回

　　　医薬品 1 式

　　　手洗い用石鹸液 3 個 1 年

　　　爪ブラシ 16 人 2 個

　　　耐熱手袋 1 個 1 年

　　　オーブンミット 4 個 1 年

　　　洗剤（スチコン専用） 3 個 1 年

1

1

年1

4

111

20

24

袋

年

12

96

箱

12

回

月

99

　　　調理用消耗品

１人月２回、年２４回24

(3)　衛生費

　　　消毒用アルコール 1 箱

　　　検便手数料 16 人

(4)　調理用消耗品費

　　　ペーパータオル 1 ロット 月12

　　　使い捨てエプロン

　　　使い捨てマスク

箱 1 年

箱

　　　使い捨て手袋（和え物用）

　　　使い捨て手袋（下処理用）

　　　使い捨て手袋（配缶用）

　　　使い捨て手袋（肉室用）

年

　　　使い捨て手袋（ディスポーザブル）

ロール 1 年

ロール 1 年

1 年

1 式 月

(5)　洗浄・清掃用消耗品費

　　　洗濯石鹸

　　　洗剤（浸漬機用） 個

箱12

19

　　　食器用漂白剤 箱 1 年

年1

5

　　　洗剤（食器・食缶洗浄機用） 5 個 月12

2 個 月12　　　洗剤（フライヤー専用）



委託料積算明細書
（大和学校給食共同調理場）

単価 数量 単位 金額 備　　　　　考項目 単位

　　　掃除用具 1 式 1 式

合計

12

3 ％管理費

％

合計

千円以下切り捨て

消費税 10

　　　次亜塩素酸ナトリウム 1 個 月

(6)　通信費

　　　携帯電話料 1 台 月12

1 式　　　清掃用消耗品 月12

　　　掃除用洗剤 1 式 月12

委託管理費

消費税



品名 型式 幅 奥行 高さ

＜検収室・下処理室＞

移動台                         900 600 850

３槽シンク　　　           2400 900 850

作業台　　　　　　　　         900 900 850

器具消毒保管庫 NHE-30BS 1340 950 1900

水切台付１槽シンク　　　　    1200 750 850

検食保存用冷凍庫（食材） LF-63S 625 800 2040

デジタル台秤               FG-150KAM-K 300 380 736

冷凍冷蔵庫                   LF-180S3 1800 800 2040

移動式シェルフ 1220 460 1599

ドライ対応ピーラー  P-83D 1250 800 1043

プレハブ冷凍庫        1459 1800 2810

プレハブ冷蔵庫          1000 1809 2760

移動式シェルフ 1213 461 1587

プレハブ冷蔵庫     1800 1800 2810

移動式シェルフ 1220 610 1599

移動式シェルフ   1520 610 1590

水切付２槽シンク　 2100 750 850

器具消毒保管庫　　  NHE-20BS 960 950 1900

移動台          1200 600 650

２槽シンク       1500 750 850

調理台                       1500 600 850

上棚      1500 400 500

パススルー冷蔵庫         HR-150S-4D4D 1500 850 1890

包丁まな板殺菌庫    TNS-60F 600 600 1559

移動台              1200 600 650

移動台              750 600 650

下処理用３槽シンク      2100 750 850

下処理用３槽シンク      2400 750 850

作業台   750 750 650

器具消毒保管庫      HENS-5 580 600 1900

作業移動台　　　　　　　　　 900 750 850

３槽シンク               2400 750 850

作業台                   1500 750 850

１槽シンク 600 600 850

冷蔵庫          LR-90S 900 800 2040

デジタル卓上秤      SK-20KWP

冷蔵庫              LR-180S 1800 800 2040

作業台                   750 750 650

かぼちゃカッター ＫＣ－５ 510 240 150

電動ドリル ＃６３０５

＜調理室＞

ローラーコンベアー          900 600 600

厨房機器等一覧表（大和学校給食共同調理場）
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品名 型式 幅 奥行 高さ

ドライ対応移動式サイノ目切機 KCS-21 380 490 800

ドライ対応受台 1200 750 600

移動シンク  900 750 850

ドライ用移動式フードスライサー ML-201 646 1100 1255

ドライ対応受台            1800 900 600

水切台付一槽シンク  1200 750 850

移動切さい台　　  1200 750 850

器具消毒保管庫  NHE-40-BS 1840 950 1800

二段式運搬車 1200 750 1100

蒸気回転釜 AS2-00K

移動配缶台 1200 750 650

電動缶切器       K-1000 230 320 390

移動置台　　　　　　　　　　 750 600 850

フードカッター        TFD-20 600 330 459

ドライ型Ｌ型運搬車   1050 700 600

高速度ミキサー            MX-46D 945 465 1130

移動台                  1200 750 850

電気式連続揚物機 （フライヤー）   HTA-3500 2980 1031 1197

油濾過機                    1710 1142 500

受台（油切台）　　　　　　            1050 750 600

移動式シェルフ         1520 610 1500

器具消毒保管庫   NHE-10AS 960 550 1900

３槽シンク        2400 900 850

デジタル卓上秤   UDS-1100

ガスレンジ      TIH-S33 900 750 850

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ TSCO-20GD 1109 900 1900

専用カート 570 755 1785

ライスボイラー AS2-61A 1920 1480 1065

殺菌庫 TNS-85F 850 600 1550

パススルーコンビスチーマー SE20122P 900 850 1787

検食保存用冷凍庫 （製品） 367F-3 625 800 1890

かぼちゃカッター ＫＣ－５ 510 240 150

防水型食品用温度計 ＳＫ－２５０ＷＰⅡ－Ｎ

＜和え物室＞

真空冷却機           CH-50B

器具消毒保管庫  NHE-30BS 1209 950 1900

２槽シンク                 1800 750 850

冷蔵庫            LR-150S 1500 800 2040

作業台            3550 600 850

移動配缶台         1200 750 650

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ パススルー式（SCOS-201RHP- 920 960 1895

＜炊飯室＞

米サイロ・バケットコンベア RT-08 1200 1200 2500
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品名 型式 幅 奥行 高さ

分量機（計量台）            RSK-300 1500 475 600

電動水圧洗米機            DS-307AL 932 635 1390

連続炊飯ｼｽﾃﾑ （オートライマー）     EAR30-ERT 1300 1000 2850

炊飯システム制御盤           KSS-31PT 550 250 850

蒸らしコンベア              MC-40BT 5200 575 800

反転ほぐし機　　　　　　　 TH-6RT 1911 1575 1607

移動配缶台                 1200 750 650

釜洗いシンク　             2250 800 820

昇米機 NKC-234A 425 185 3400

器具洗浄機                 TKWD-100R 1200 740 1590

水切受台                  1750 800 820

移動ラック 1300 750 1700

炊飯釜　　　　 RP7 635 340 360

連続炊飯機 CRC-30ERT 3452 904 1880

＜洗浄室＞

移動台                       900 750 850

移動台                       1200 750 650

自動食器浸漬槽            WSP-3150 3930 2050 800

ローラーコンベアー         5430 2050 600

食器トレーシステム洗浄機 WTK-27LK 5190 1370 2190

食器.トレー自動供給装置   WDF-41K 1050 500 630

食器.トレー自動整理装置 WDS-50K 1450 675 1110

コンテナ洗浄機　　        TCW-B-2SR 2800 1750 3870

食缶前処理機                WPC-21K 2000 680 2135

食缶洗浄機 　　        WSC-23PK 5790 830 2030

移動台                      1500 750 850

スプーン・箸洗浄機 WSP-20K 2930 500 1820

３槽シンク                  2100 750 850

蒸気式食器消毒保管庫  NHS-40BS 2140 950 1900

蒸気式食器消毒保管庫      NHS-60BS 2900 950 1900

トラックイン蒸気式消毒保管庫      NFSC-50W 2300 1000 2100

トラックイン蒸気式消毒保管庫      NFSC-60W 2650 1000 2100

トラックイン蒸気式消毒保管庫      NFSC-60W2 2230 1450 2300

コンテナイン消毒保管庫    NHSC-T2WK 1190 3400 2053

コンテナー             1550 900 1500

移動ラック 1170 830 1700

移動シンク                 900 600 850

＜衛生管理機器＞

靴消毒保管庫　　　　         SOC-900H 900 550 1920

調理衣消毒保管庫　　         SOC-900H 900 550 1920

調理衣消毒保管庫　　       SOC-1200H 1200 550 1920

＜その他＞
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品名 型式 幅 奥行 高さ

アイリススチームクリーナー ＳＴＭ－４１０

アイリススチームクリーナー ＳＴＭ－４１０

ケルヒャ－スチームクリーナー ＳＣ－４１００Ｃ

廃油タンク                 TSW-500 772 772 1360

新油タンク             TSY-500 1220 804 1584
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